
特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部 設立総会議事録 

 

１ 開催日時  平成 14 年 12 月 5 日(木) 18:00～21：00 

 

２ 場 所   千葉県千葉市稲毛区天台町 323 番地 

        千葉県スポーツ科学総合センター第 2 研修室 

 

３ 社員総数  11 名 

 

４ 出席者数  9 名 

 

５ 審議事項 

第 1 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部設立についての意思決定に関

する件 

第 2 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部設立趣旨書に関する件 

第 3号議案  特定非営利活動促進法第 2条第 2項第 2号及び第 12条第 1項第 3号に該当する団体である

ことの確認の件 

第 4 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部定款承認の件 

第 5 号議案  設立当初の財産目録に関する件 

第 6 号議案  設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件 

第 7 号議案  設立の初年度及び翌年度の収支予算書承認の件 

第 8 号議案  事務所の所在地の承認の件 

第 9 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部会員種別、会費の件 

第 10 号議案  設立代表者選任と権限委譲の件 

第 11 号議案  議事録署名人の選任の件 

 

６ 議事の経過の概要及び議決の結果 

① 設立発起人を代表して山根英紀氏が開会の辞を述べた。 

② 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって山根英紀氏を選任した。 

第 1 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部設立についての意思決定に関する件 

蓑口浩通氏が設立趣旨書を朗読の後、議長が本法人の設立の趣旨および目的に関し説明をし、本法人の設立に関し

て承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。 

第 2 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部設立趣旨書に関する件 

事前に配られた設立趣旨書を確認し、議長がその承認を求めたところ満場異議なく承認可決した。 

第 3 号議案  特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第 2 号及び第 12 条第 1 項第 3 号に該当する団体であることの確認

の件 

蓑口浩通氏が特定非営利活動促進法第 2 条及び第 12 条を朗読の後、当団体が特定非営利活動促進法第 2 条第 2 項第

2号及び第 12条第 1項第 3号に該当する団体である事につき議長が確認を求めたところ、満場異議なく承認可決し、

本総会において確認された。 

 



第 4 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部定款承認の件 

蓑口浩通氏が本議案につき定款案を各条ごとに説明をなし、議長がその承認を求めたところ満場異議なく原案のと

おり承認可決した。定款により設立当初の理事９名(内１名理事長、３名副理事長)、監事１名に選任されたものは、

各々その就任を承諾した。 

第 5 号議案  設立当初の財産目録に関する件 

蓑口浩通氏が、設立当初の財産目録につき説明をし、議長が承認を求めたところ満場一致により承認可決された。 

第 6 号議案  設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件 

蓑口浩通氏が、当法人の設立初年度及び翌年度の事業計画書につき原案を議場に説明したところ、修正が必要とい

う旨の意見交換がなされ、議長が設立初年度及び翌年度の事業計画に健康やスポーツに関する指導者やトレーナー

の養成及び派遣事業を加えた修正案について承認を求めたところ満場一致により承認可決された。 

第 7 号議案  設立の初年度及び翌年度の収支予算書承認の件 

蓑口浩通氏が当法人の設立初年度及び翌年度の収支予算書につき原案を議場に説明し、議長が承認を求めたところ、

満場異議なくこれを承認可決した。 

第 8 号議案  事務所の所在地の承認の件 

蓑口浩通氏が当法人の所在地を朗読し、議長が承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。 

第 9 号議案  特定非営利活動法人京葉インターナショナルスポーツ倶楽部会員種別、会費の件 

蓑口浩通氏が当法人の会員種別及び会費の原案を議場に説明したところ、修正が必要という旨の意見交換がなされ、

議長がサポートファンドメンバーの項に準メンバーを加えた修正案について承認を求めたところ、満場一致で承認

可決された。 

第 10 号議案  設立代表者選任と権限委譲の件 

議長は、設立代表者を選任し、所轄庁に対する設立認証申請手続きにかかる一切の権限を委譲したい旨を述べ、こ

れを議場に諮ったところ満場異議なくこれに賛成した。設立代表者に蓑口浩通氏を指名したところ、満場一致で承

認可決された。 

第 11 号議案  議事録署名人の選任の件 

議事録署名人について、議長より本日出席の蓑口浩通氏、橋川拓史氏の 2 名を指名したところ、満場一致で可決さ

れた。 

 

議長は、以上を持って本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。 

 

 

以上この議事録が正確であることを証します。 

平成 14 年 12 月 5 日 

 

議    長  山根 英紀 

 

議事録署名人  橋川 拓史 

 

議事録署名人  蓑口 浩通 


